
感予発 0428 第１号 

令和８年４月 28 日 

 

    都道府県 

各  市 町 村 衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

ワクチンの安定供給に関する指針の策定について 

  

  平素より、予防接種行政の推進に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

  ワクチンの安定供給の確保については、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）第３条

第１項の規定に基づき定める予防接種に関する基本的な計画（平成 26 年厚生労働省告

示第 121 号）「第五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施

策を推進するための基本的事項」において、基本的な考え方等について記載されてお

り、国が平時から取組の方針を整理して関係者に周知することとされています。 

今般、ワクチンの安定供給に向けた取組を推進するため、平時におけるワクチンの供

給不足を未然に防止するための対応や供給不足が生じた場合に関係者が講ずることが望

ましい措置等について、より具体的かつ明確にすることを目的として、厚生科学審議会

予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会における審議を踏まえ、厚生労

働省において、「ワクチンの安定供給に関する指針」（以下「本指針」という。）を策定

しました。 

本指針は、ワクチンの供給状況及びワクチンの流通関係主体に応じた取組を整理した

ものです。内容について十分了知の上、貴管下医薬品製造販売業者、医薬品卸売販売業

者、医療機関等に対し、本指針の周知をお願いいたします。 

また、ワクチンの安定供給に向けた取組については、本指針の内容を踏まえ対応しつ

つ、個々のワクチンによって事情が異なること等を考慮した上で、柔軟な対応が求めら

れることに留意する必要があることについても、併せて周知いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

なお、本件については、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本ワクチン産業協

会、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会にも通知していることを申し添えます。 
 
                    

  ○ワクチンの安定供給に関する指針 

      https://www.mhlw.go.jp/content/001696611.pdf 

 ○ワクチンの安定供給に関する指針（概要） 

  別添 
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